
観音寺市・三豊市の介護保険施設一覧 ◎介護老人保健施設
令和８年２月１日現在

施　設　名 所         在         地 電話番号

◎介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 1 はがみ苑 観音寺市原町1273番地3 ５７－１２２０

2 観音寺ケアセンター 観音寺市村黒町750番地 ２３－２３１１

施　設　名 所         在         地 電話番号 3 かわた 観音寺市茂木町５丁目5番32号 ２５－６９９８

1 豊恩荘 観音寺市茂木町4丁目6番2号 ２５－６３６９ 4 ひうち荘 観音寺市大野原町内野々394番地1 ５４－５１０１

2 楽陽荘 観音寺市柞田町甲1936番地 ２５－８７２０ 5 わたつみ苑 観音寺市豊浜町姫浜1260番地1 ５２－６６６５

3 長寿苑 観音寺市木之郷町499番地62 ５７－１１０１ 6 宝壽苑 三豊市高瀬町上高瀬712番地3 ５６－２５２２

4 ひうち 観音寺市大野原町内野々597番地 ５４－５６０１ 7 みの荘 三豊市三野町大見乙91番地8 ７２－１２００

5 おおとよ荘 観音寺市大野原町大野原7010番地 ２４－９６６４ 8 ハートフルあいあい荘 三豊市仁尾町仁尾辛42番地14 ８２－２０００

6 とよはま荘
※令和８年３月31日に事業廃止予定

観音寺市豊浜町和田浜1575番地1 ５２－３４８８ 9 白寿の杜 三豊市詫間町詫間1338番地170 ８３－３０３０

7 広域型　ネムの木 観音寺市豊浜町姫浜41番地1 ８２－９０７０ ◎認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

8 クレール高瀬 三豊市高瀬町新名2035番地 ７２－３３４０

9 壽苑 三豊市高瀬町上高瀬712番地3 ５６－２５２２ 施　設　名 所         在         地 電話番号

10 ふたな荘 三豊市山本町辻2210番地 ６３－２１８２ 1 グループホーム たんぽぽ 観音寺市吉岡町960番地10 ２３－７７３８

11 優楽荘 三豊市山本町辻585番地 ６３－１０８３ 2 冨士グループホーム ほほえみ 観音寺市観音寺町甲2899番地3 ５７－５７７５

12 とよなか荘 三豊市豊中町笠田竹田697番地1 ５６－６３００ 3 グループホーム スマイル 観音寺市村黒町750番地 ２３－２２３５

13 たくま荘 三豊市詫間町詫間7732番地60 ８３－６２６１ 4 楽陽荘グループホームちーず 観音寺市柞田町甲1936番地 ２５－３１５５

14 にお荘 三豊市仁尾町仁尾辛42番地3 ８２－５０５１ 5 グループホーム　ネムの木 観音寺市豊浜町姫浜103番地1 ５２－３２２１

15 みの 三豊市三野町大見乙91番地12 ７２－６２７０ 6 愛の家グループホーム観音寺大野原　 観音寺市大野原町中姫1147番地1 ５４－９３１０

16 諶之丞の丘 三豊市財田町財田上1112番1 ６７－２５００ 7 けあビジョンホーム観音寺 観音寺市吉岡町812番地1 ２３－０２７０

◎特定施設入居者生活介護

◎地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（小規模特別養護老人ホーム）

施　設　名 所         在         地 電話番号

1 ナーシングホーム　オリーブの郷 三豊市詫間町詫間679番地41 ８３－８３８１

施　設　名 所         在         地 電話番号 2 介護付有料老人ホーム　もりの木 観音寺市茂西町1丁目6番3号 ２４－８８７０

1 地域密着型　ネムの木 観音寺市豊浜町姫浜41番地1 ５２－１７５５ 3 介護付高齢者住宅おおとよ荘 観音寺市大野原町大野原7010番地 ８２－９６６０

4
サービス付き高齢者向け住宅
太陽がいっぱい

三豊市詫間町詫間679番地41 ８３－８３６０

◎介護医療院 ◎地域密着型特定施設入居者生活介護

施　設　名 所         在         地 電話番号 施　設　名 所         在         地 電話番号

1 松井病院介護医療院 観音寺市村黒町739番地 ２３－２１１１ 1
介護付き有料老人ホーム
大興和の里

観音寺市植田町１９１９番地 ２３－４５００

病状が安定し、治療より、看護・介護・リハビリテーションを中心とした医療ケアを必要とする要介護高齢者のための施設です。

常に介護を必要とし、自宅では介護ができない方が対象の施設です。食事・入浴など日常生活の介護や
健康管理が受けられます。新規に入所できるのは、要介護３以上の方です。

認知症高齢者が共同で生活できる場（住居）で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。
※観音寺市に住所がある方のみ利用が可能で、要支援２以上の要介護状態区分であることが必要です。

介護、機能訓練、療養上のお世話を行うことにより、入居者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう
にするサービスです。　※介護認定が必要ですが、施設により必要な要介護状態区分が異なります。

主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。医療と介護（日常生活上の世話）が一体的に受けられます。
介護、機能訓練、療養上のお世話を行うことにより、入居者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう
にするサービスです。　※介護認定が必要ですが、施設により必要な要介護状態区分が異なります。
　※観音寺市に住所のある方のみ利用が可能です。

常に介護を必要とし、自宅では介護ができない方が対象の施設です。食事・入浴など日常生活の介護や健康管理が
受けられます。入所できるのは、要介護３以上の方です。　※観音寺市に住所のある方のみ利用が可能です。

リハビリを続けて自分で

できることを増やしましょう。


